
 

千葉市告示第３４１号 

 

 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第１９条の９第１項の規定により指定小

児慢性特定疾病医療機関として次のとおり指定したので、同法第１９条の１９の規定

により告示します。 

 

令和５年４月１４日 

 

千葉市長 神谷 俊一 

 

【病院・診療所】 

名称 所在地 指定期間 

医療法人社団 慶禄会 

吉原クリニック 

千葉市緑区あすみが丘東４－１－１ 令和５年３月１日から 

令和１１年２月２８日まで 

 

【薬局】 

名称 所在地 指定期間 

薬局くすりの福太郎 

幕張本郷６丁目店 

千葉市花見川区幕張本郷６－２４－２

１ 

令和５年３月１日から 

令和１１年２月２８日まで 

薬局マツモトキヨシ 

千葉作草部店 

千葉市稲毛区作草部２－１－１６ 令和５年３月１日から 

令和１１年２月２８日まで 

すずらん薬局 千葉市緑区おゆみ野南４－１－１ 令和５年４月１日から 

令和１１年３月３１日まで 

 

【訪問看護事業者等】 

名称 所在地 指定期間 

ツクイ千葉稲毛訪問看

護ステーション 

千葉市稲毛区緑町１－１８－３ 新日本

オフィスビル４０２ 

令 和 ５ 年 １ 月 １ 日 か ら 

令和１０年１２月３１日まで 

 


